
                                    

 
 

 
 

令和２年度 第１回大田区子ども・子育て会議について 
 
 
１ 開催日 令和２年８月５日 

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、書面による開催とし、議事について、８月３１日までの間に

各委員から意見を聴取した。 

 

２ 議事 

（１） 子ども・子育て支援法第３１条第２項に基づく、保育所の利用定員に関する意見聴取 

令和３年４月１日認可予定の認可保育所４施設の利用定員等に関する意見を聴取した。 

① （仮称）大空と大地のなーさりぃ大森西園 定員１０１名（2号認定５９名、3号認定４２名） 

② （仮称）みらいく鵜の木園 定員５０名（2号認定２４名、3号認定２６名） 

③ （仮称）このえ南千束保育園 定員７３名（2号認定４５名、3号認定２８名） 

④ （仮称）さくらさくみらい西六郷 定員 58名（2号認定 30名、3号認定２８名） 

 

【主な意見】 

＊代替公園について 

・園によっては代替公園まで徒歩５分かかる。遠いのではないかと感じた。 

・幹線道路沿いを歩く必要がある園もあり、危険ではないかと感じた。移動時の安全確保をしっか

りお願いしたい。 

 

（２） おおた子ども・子育てかがやきプランにおける事業実績報告について 

対象事業１８８事業について、計画の最終年度である令和元年度の事業実績及び実績判定、 

また、５年間の計画期間の総合評価等について意見を聴取した。 

 

【主な意見】 

＊保育士の質の確保について 

・保育園の大幅な増加に伴い、新人保育士への教育が十分でないのではないかと懸念している。 

＊学童保育における要支援児受け入れについて 

・受け入れにあたり学童職員への研修を行い、一定の共通理解を持った対応が必要ではないか。 

＊健康診査について 

・令和元年度の受診率が低下している。未受診者にはどのようなアプローチをしているのか。 

＊小学生への防犯ブザー配布について 

・無料配布に感謝しているが、壊れやすい。質の面で見直す予定はあるか。 

 

３ その他 

次回の会議は１０月頃に書面開催を予定 

議題は、子ども・子育て支援法第３１条第２項に基づく、保育所の利用定員に関する意見聴取 

及び「大田区子ども・子育て支援計画」における令和２年度事業計画等を予定している。 

こども文教委員会 
令和２年９月２４日 

 こども家庭部  資料３番 

番 所管   子育て支援課 


